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福島県収入保険加入促進事業補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 県は持続可能な力強い農業の実現に向け、農業保険法（昭和22年法律第185号。

以下「法」という。）第２条第１項に規定する農業経営収入保険事業（以下「収入保険」

という。）への加入を促進するため、福島県農業共済組合（以下「組合」という。）に

対し、福島県補助金等の交付等に関する規則（昭和45年福島県規則第107号。以下「規

則」という。）及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

（補助の対象及び補助額）

第２条 補助金は、収入保険に関して、次に掲げる経費を対象とし、その額は、次項に定

める額の範囲内において知事が定める額とする。

一 法第178条の規定により、被保険者（収入保険に新規加入する者であり、かつ、過去に当

該補助を受けたことのない者に限る。）が支払わなければならない保険料

２ 補助金の額は、前項第１号に定める保険料の３分の１以内の額とする。

（申請書の様式等）

第３条 規則第４条第１項の申請書は、第１号様式によるものとし、その提出期限は、知

事が別に定める日とする。

２ 申請書及び申請書に添付すべき書類の部数は、１部とする。

（消費税及び地方消費税仕入控除税額の減額申請等）

第４条 組合は、規則第４条の規定に基づき補助金の申請を行うに当たり、当該補助金

に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方

消費税相当額のうち、消費税法及び地方税法の規定により仕入に係る消費税及び地方

消費税として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を

減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方

消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

２ 組合は、規則第13条の規定に基づき実績報告を行うに当たり、補助金に係る消費税

及び地方消費税仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控

除税額を減額して報告しなければならない。

（補助金交付の条件）

第５条 規則第６条第１項第１号に規定する別に定める軽微な変更は、次に掲げるもの以

外のものとする。

一 事業費の額の変更。ただし、事業費の額の20％以内の額の減額及び入札による減額

を除く。

二 交付対象事業の内容変更。ただし、次に掲げる場合を除く。

ア 交付目的達成のために相関的な事業要素相互間の弾力的な遂行を認める必要があ

る場合
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イ 交付目的に変更をもたらすものではなく、かつ組合の自由な創意により計画変更

を認めることが、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合

（変更の承認）

第６条 規則第６条第１項の規定に基づき知事の承認を受けようとする場合は、福島県収

入保険加入促進事業変更（中止・廃止）承認申請書（第２号様式）を知事に提出しなけ

ればならない。

（申請を取り下げることができる期日）

第７条 規則第８条第１項に規定する別に定める期日は、交付の決定の通知を受理した日

から起算して10日を経過した日とする。

（概算払）

第８条 知事は、必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金について概算払の

方法により補助金の交付をすることができる。

２ 前項の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、福島県収入保険加入促

進事業補助金概算払請求書（第３号様式）を知事に提出しなければならない。

（状況報告）

第９条 規則第11条の規定による事業の遂行の報告は、福島県収入保険加入促進事業実施

状況報告書（第４号様式）により、補助金の交付決定のあった年度の12月31日現在にお

いて、当該年度の１月20日までに行うものとする。ただし、当該年度の12月において概

算払請求書を提出する場合には、これをもって事業の遂行状況報告にかえることができ

るものとする。

２ 組合は、当該事業が完了したときは、速やかに福島県収入保険加入促進事業完了報告

書（第５号様式）を知事に提出しなければならない。

（実績報告）

第10条 規則第13条の規定による実績報告は、福島県収入保険加入促進事業実績報告書（第

６号様式）に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日（事業廃止について知事の承認を

受けた場合においては、承認を受けた日）から起算して30日を経過した日、又は補助金

の交付決定があった日の属する年度の３月31日のいずれか早い日までに行わなければな

らない。

２ 交付対象事業が完了せずに県の会計年度が終了した場合は、交付金の交付決定をした

日の属する会計年度の翌年度の事業実績が確定した日までに年度終了の実績報告として

福島県収入保険加入促進事業実績報告書（第６号様式）を知事に提出しなければならな

い。

（補助金の交付の請求）

第11条 組合は、補助事業等が完了した場合は、福島県収入保険加入促進事業補助金交付



- 3 -

請求書（第７号様式）を速やかに知事に提出しなければならない。ただし、補助金の全

額が概算払された場合はこの限りでない。

（消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還）

第12条 組合は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消

費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税及び地方消費

税の額の確定に伴う報告書（第８号様式）を知事に提出しなければならない。

２ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控除税額の

全額又は一部の返還を命じることができる。

（会計帳簿等の整備等）

第13条 組合は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事

業等の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して５年間保存しておかなければ

ならない。

附 則

この要綱は、令和２年10月７日から施行する。

附 則

この要綱は、令和３年10月８日から施行する。

附 則

この要綱は、令和４年10月６日から施行する。

附 則

この要綱は、令和５年７月１８日から施行する。

附 則

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。


